
質問に対する回答書 

質問年月日 令和 6年 5月 20日（月） 

工事番号 第 6－4号 

工事名 
令和 6・7年度 防災行政無線機能強化事業 

多気町防災行政無線整備工事 

施工場所 多気町 全域 地内 

質問内容 

 

①東海総合通信局へ設置計画書は提出済みですか。 

 

②工事作業計画に伴い、周波数内示時期についてヒアリングは終えていますか。 

また、内示時期はいつ頃の回答で調整されていますか。 

 

③東海総合通信局への設置計画書より、新規同報無線電波開設時期は、いつ頃想定されていま

すか。 

 

④新設鋼管柱建柱工事に伴い、岩盤等の施工時には特殊重機又は岩盤掘削作業が発生します。 

この場合は特集重機等（パーカッション・手堀岩掘削作業）の扱いは別途費用と解釈しても

よろしいですか。 

 

⑤建柱工事時のコンクリート・アスファルト補修は本業務外での実施と考えますが、花壇・住

宅壁面など特殊な場合は別途費用と解釈してもよろしいですか。 

 

⑥既設設備子局撤去時、基礎部が本工事同様の基礎以上の場合（基礎深さ１５００以上）特殊

重機使用での作業となります。撤去費用は別途費用と解釈してもよろしいですか。 

 

⑦製品納入先について、防災無線設備について、お客様施設内での搬入受け入れ保管は可能で

しょうか。 

役場設備・中継設備・屋外拡声子局・再送信設備・戸別受信機・その他材料等 

 

⑧鋼管柱、移転先建柱場所は選定済みと解釈してもよろしいですか。 

 

⑨本業務で発生する電力事業者・各連携設備のランニングコストは本業務外と解釈してもよろ

しいですか。 

 

⑩同報系設備：工場立会い検査は実施しますか。工事都合上一括納品ではなく分納での出荷と

なります。工場立会い検査は初回分のみ検査対象として２回目以降の出荷分は工場立会い検

査ではなく工場試験成績書での確認後出荷対応でもよろしいでしょうか。 

 

 



 

質問内容 

 

⑪各年度ごとの検収について、初年度は機器製造納品のみと思われます。客先納品（員数検

査）での初年度検収は可能でしょうか 

 

⑫更新設備及び既設設備も含めたシステム全体にて接続試験・動作試験とありますが、既設

設備の操作・接続・設定変更について本業務内で実施と解釈してもよろしいですか。 

 

⑬１. 総則 (13) 秘密保持について、「イ 発注者及び受注者は、本契約に関して知り得た

情報において、個人情報を取り扱う場合には「個人情報保護特記事項」を遵守すること。

個人情報の取扱については、JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステムの要求事項

に適合した情報管理、運用を行う必要があるため、情報セキュリティマネジメントシステ

ム（ISO27001）の認証を取得していること。また、不正アクセスなどによる情報紛失、漏

洩、改ざん等のリスクを防ぐため、本工事で納入する製造メーカーシステム構築部門にて、

情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）の認証を受けていることとし、受注

者もこれに準拠した機器納入・システム構築を行うこと」とありますが、これらは証明書

等の提出が契約前に必要でしょうか。 

 

⑭第１章 総則 ２．共通指定事項 (2) 環境条件について、「オ 運用保守の観点から、主要

装置である親局設備に関わるサーバなどは国内メーカー製を採用すること。」とあります

が、国内メーカーからの機器提供に関する証明書類（確証）を提出するということでよろ

しいでしょうか。 

 

⑮第１章 総則 ２．共通指定事項 (7) 移行期間中及び工事完了後の保守について、「受注

者は移行期間中及び工事完了後の保守について、令和 6 年度においては既設保守業者と契

約済の為、令和 7 年度以降は受注者の責務において、流用設備（製造元：日本電気株式会

社）を含む既設設備と今回更新する設備を一括して保守管理すること。また、既設メーカ

ーの保守部門との連絡体制を含んだ保守体制表の提出及び保守部材の供給元について、既

設保守業者及び既設メーカーと協議の上、提示すること。」とありますが、今回新設する設

備だけではなく、すでに多気町様で運用されている既設設備も含めて受注者が保守管理す

るということでよろしいでしょうか。 

 



 

回 答 日      令和 6年 5月 23日（木） 

回答内容 

 

①提出済みです。 

 

②受注後回答します。 

 

③受注後回答します。 

 

④受注後の協議とします。 

 

⑤受注後の協議とします。 

 

⑥受注後の協議とします。 

 

⑦受注後の協議とします。 

 

⑧お見込みのとおりです。 

 

⑨お見込みのとおりです。 

 

⑩受注後の協議とします。 

 

⑪受注後の協議とします。 

 

⑫お見込みのとおりです。 

 

⑬契約後速やかに提出してください。 

 

⑭お見込みのとおり、受注後機器承諾時に提出してください。 

 

⑮お見込みのとおりです。 

 

 

 


